
京都市特定環境保全公共下水道事業条例の一部を改正する条例（平成３１年３月２８日京

都市条例第   号）（上下水道局経営戦略室及び下水道部管理課） 

１ 消費税法及び地方税法の一部改正に伴い，下水道使用料及び口座振替の方法により

下水道使用料を納入するときに減額する額に乗じる消費税及び地方消費税の税率を

「１００分の１０８」から「１００分の１１０」に改めることとしました。 

２ その他規定を整備しました。 

この条例は，消費税法及び地方税法の一部改正に伴う改正規定については平成３１年

１０月１日から，その他の規定整備については平成３１年４月１日から施行することと

しました。 

なお，税率を改めた後の下水道使用料等については，平成３１年１１月１日（２月の

汚水排出量の認定を行う場合にあっては，同年１２月１日）以後に認定する汚水排出量

に係る分について適用することとします。 
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 京都市特定環境保全公共下水道事業条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成３１年３月２８日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第   号 

京都市特定環境保全公共下水道事業条例の一部を改正する条例 

京都市特定環境保全公共下水道事業条例の一部を次のように改正する。 

第９条第１項後段中「変更しようとするとき及び」を「変更し，又は」に改め，同条第

２項前段中「水洗便所から排除されるものを除く。」を削り，「排除しようとする」を「排

除することとなった」に改め，同項後段中「変更しようとするとき及び」を「変更し，又

は」に，「やめようとする」を「やめた」に改める。 

第１６条第１項前段，第１７条第１項前段及び第１８条第１項前段中「１００分の１０

８」を「１００分の１１０」に改める。 

第２８条第２項前段中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改め，同項後段

を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３１年１０月１日から施行する。ただし，第９条の改正規定は，同

年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の京都市特定環境保全公共下水道事業条例（以下「改正後の条

例」という。）第１６条第１項，第１７条第１項及び第１８条第１項の規定は，平成３

１年１１月1日（改正後の条例第２１条第５項の規定により２月の汚水排出量の認定を

行う場合にあっては，同年１２月１日。以下「適用日」という。）以後に認定する汚水

排出量に係る下水道使用料について適用し，適用日前に認定する汚水排出量に係る下水

道使用料については，なお従前の例による。 

３ 改正後の条例第２８条第２項の規定は，適用日以後に認定する汚水排出量に係る下水

道使用料を納入するときに減額する額について適用し，適用日前に認定する汚水排出量

に係る下水道使用料を納入するときに減額する額については，なお従前の例による。 

（上下水道局経営戦略室及び下水道部管理課） 

１１６


